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• 2020年10月19日、税関規則違反に対する行政処分を改正する政令第128/2020 / ND-CP号（「政令128」）が発行され、

2020年12月10日に正式に発効します。

• この政令128の発効により、現在、税関違反に関する行政処分および行政決定の執行を規制する 2013年10月15日付の政

令第127/2013 / ND-CP号（「政令127」）及び、政令127の多数の条項を修正および補足した2016年5月26日付の政令第

45/2016 /ND-CP号（「政令45」）は失効します。

• 政令128は、行政処分の対象となる違反の範囲を拡大し、適用される罰則を大幅に引き上げています。

• 弊社では、政令128の発効による税関の行政処分制度に関する主な変更点は以下の通りです。

概要

• 税関行政違反を犯したベトナム国内の組織および

個人、外国の組織および個人（ただし、ベトナム

が批准する国際条約で別段の定めがない限り）

• 当政令で定められた行政違反の罰則に関連する他

の機関、組織および個人
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この政令の対象となる税関規則違反に対する行政処分には、次

のものが含まれます。

• 税関手続への違反

• 税関検査、監督および管理への違反

• 輸出入品に対する税務管理の行政違反

• 輸出入品に関連するその他の違反

対象範囲 適用対象
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規定の期限違反に対する罰則は、次のように補足しています。

• 税関申告時に特定されなかった税関評価を追加で調整する
際、法令で規定される期限内で、追加申告を行う必要があ
るが、その追加申告を怠った場合

• 自動車製造組立に関する税制優遇措置または自動車裾野産
業の関税優遇措置プログラムに基づいて、輸入部品に0％
の関税率を申請する際に、規定の期限内に申請書を提出し
なかった場合

政令128はさらに、以下の注目すべき違反について規定し

ています。

• 納税額に影響を与えない範囲で、数量（10百万ドン以
上の価値）、名称、種類、品質、関税評価額、原産地、
および課税対象となる輸入品のコードを誤って申告す
る場合

• 関税評価に影響を与えない範囲で、税関申告書に規定
される買手及び売手の特別な関係を申告しなかった場
合

• 保税工場または保税倉庫に持ち込まれた商品及び、保
税工場または保税倉庫から海外に輸出された商品の数
量（10 百万ドン以上の価値）、名称、種類、および原
産地を誤って申告する場合

• 税関申告者が自ら違反を発見した場合の罰則及び、規
定の期限後に追加申告する場合

通関手続および納税申告の期限違反
（第7条）

1

2
税関申告違反
（第8条）

• 規定の期限内に製造された製品の実際の標準消費量
（BOM）を通知しなかった場合

• 税関検査の前又は税関検査決定前に、課税対象外商品、
免税対象商品、非課税対象商品、税還付対象商品、税金
非徴収の商品、又は、関税割当対象の商品を国内販売へ
変更、またはその使用目的を変更した後に税関申告し、
諸手続完了させた場合
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納税申告に違反した結果、納税額の不足、免税、減税、還付又は未徴税額の増加
（第9条）

3

次の違反に対する罰則を補足しています。

• 会計帳簿および税関申告と矛盾するファイナライゼーションレポートの作
成

• 税関当局からの調査の決定に従わないケース

• 「Vietnam duty not paid」のスタンプを押さずに免税店で商品の販売

• 免税店での輸出入が禁止または停止されている商品の販売

• 輸出または輸入された商品または輸送手段に関連する文書の不提供、また
は不十分な内容または提出の遅延

4

主な変更点

税金債務の不足、免税、減税、還付又は未徴税額の増加要因
となる不正確な納税申告には以下が含まれます。

• 加工製品の生産または輸出に使用されていない輸入原材料
および消耗品の量についてファイナライゼーションレポー
トを作成する。

• ベトナムの領土内における加工品または輸出品の製造施設
を持たずに、加工、輸出用生産の目的で輸入品を申告する。
または、輸出品の加工または生産のための輸入原材料また
は消耗品に適した機械または設備を所有していない。

税関調査での違反
（第11条）

不十分な税務申告、又は、免税、減税、還付又は未徴税額の増加
に対して計算されるペナルティを次のように補足しています。

• 納税者がファイナライゼーションレポートの追加申告の期限後、
税関当局からの調査決定の発行前に、納税者が自己で誤り等を
発見して税務書類を補足する場合は10％のペナルティ課せられ
る。

• 税関当局が調査時に、税関申告に登録された商品が（実際の支
払い及び追加調整を含め）関税評価として適切に申告されてい
ないことを発見し、企業がまだ追加申告を行っていない場合、
20％のペナルティが課せられる。
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ペナルティは5百万ドンから80百万ドンの範囲で課せられ
ます（現行法令では最大ペナルティは60百万ドンであり
、政令128で増加します）。

注目すべき追加規定：

• 輸出加工企業は、加工活動および輸出生産または企業
の活動から生ずるスクラップおよび不良品の処分につ
いて、管轄税関当局に通知しなかった場合

• 航空機、免税倉庫から免税店まで商品を輸送する（及
びその逆のケースも含む）際に税関当局に通知してな
い、または同意を得られなかった場合

• 税関当局の監督下で商品を輸送する際に、税関または
運送業者のシールが無傷のままであることを確認しな
かった、又は、税関シールまたはキャリアシールを偽
造し、商品が消費された場合、ペナルティは増加しま
す。

• 脱税目的で商品を輸入するために荷送人との協力

刑事事件にはならない程度の違反を犯した納税者に対するペ
ナルティは、個人も組織も等しく適用されます（現行法令で
は個人と組織とでは、異なるペナルティレートが適用されて
います）。

• 脱税額の増加がない場合、その脱税額の1倍の罰金。

• 脱税額の増加がある場合、増加する状況ごとにペナルテ
ィが0.2倍ずつ増加しますが、脱税額の3倍を超えないよ
うにします。

税関監督違反
（第12条）

5

6

主な変更点

脱税の行為について下記の通り補足されています。

• 輸出用に加工された製品を構成する輸出税の対象とな
る国内で購入された原材料および消耗品について無申
告の場合

• 加工製品を構成する輸出原材料、消耗品、およびコン
ポーネントの価値の誤申告により、ベトナムに再輸入
された場合の加工製品の免税額を増加させる場合

脱税に対するペナルティ
（第14条）
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7

その他の重要な変更

内容
政令128

（新政令）
政令 127 及び政令 45

（現行政令）

酌量すべき事情（第3条） 2 項目 3 項目

税関における行政処分の免除（第6条） 4 項目 7 項目

税関の取締に関する違反（第13条）
1百万ドンから80百万ドン
までのペナルティ

1百万ドンから 60百万ドン
までのペナルティ

ベトナムの安全、政治、経済、社会、外交関係に影響を与える誤っ
た国家主権またはその他の内容を示す画像または内容を含む商品の
取引、輸送、または譲渡のための輸出、輸入、一時的な輸入および
再輸出（第16条）

10百万ドンから 100百万
ドンまでのペナルティ

規定なし

ベトナム原産の偽造品の移転及び譲渡のための輸出、輸入、一時輸
入および再輸出（第17条）

10百万ドンから 100百万
ドンまでのペナルティ

規定なし

関税割当、免許、管理、基準および規制に従った商品の輸出入に関
する違反（第18条）

2百万ドンから 50百万ドン
までのペナルティ

個別規定なし

指定輸出業者または輸入業者のリストにある商品の輸出入に関する
違反（第19条）

30百万ドンから 50百万ド
ンまでのペナルティ

規定なし

再輸出のための一時的輸入、商品の再輸入のための一時的輸出に関
する違反（第20条）

20百万ドンから 100百万
ドンまでのペナルティ

個別規定なし

輸入品の表示に関する違反（第22条）
500千ドンから 60百万ド
ンまでのペナルティ

規定なし

違反に対するその他の行政処分
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